
(証券コード1905)
2022年６月８日

株 主 各 位
東 京 都 港 区 芝 五 丁 目 2 5 番 1 1 号

代表取締役社長 佐 藤 雅 之

１．日 時 2022年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区元赤坂二丁目２番23号

明治記念館　１階　「相生の間」

（末尾記載の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第52期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第52期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第52回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第52回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご通知申し上げます。
なお、株主の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染防止の観点か

ら株主様の安全を最優先に、株主総会当日のご出席は極力お控えいただき、書面
またはインターネットによる議決権行使をお願い申し上げます。お手数ながら後
記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の議決権行使についてのご案内に従
って、2022年６月28日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してください
ますようお願い申し上げます。

敬　具

記
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４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成

の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
⑵議決権行使書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場

合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いい
たします。

⑶インターネットにより複数回にわたり、議決権を行使された場合は、最後
に行使されたものを有効な議決権としてお取り扱いいたします。

 

新型コロナウイルス感染防止への対応について

　株主の皆さまのご出席にあたり、感染防止策を徹底いたしますが、感染
リスクを完全に排除することはできません。総会当日までの感染拡大の状
況や政府の発表内容には、今後も引き続き注視をしていただき、ご自身お
よび周囲への感染防止のために、ご出席の際はくれぐれも慎重なご判断を
いただきますようお願い申し上げます。特に、ご高齢の株主様、基礎疾患
をお持ちの株主様、妊娠中の株主様は、ご出席を見合わせることを強くお
勧めいたします。
　株主総会での議決権行使は書面またはインターネットによる方法もござ
いますので、事前の議決権の行使をご検討くださいますようお願い申し上
げます。
　会場の当社運営スタッフは検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用で
応対いたします。会場内には株主の皆さまのための消毒液を設置いたしま
す。また、ご出席の株主様で体調不良と見受けられる方には、当社運営ス
タッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。その他
にも感染防止のための措置を講じておりますので、ご理解ならびにご協力
をお願い申し上げます。
　今後の状況により株主総会の運営に変更が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（https://www.tenox.co.jp/）に掲載させていた
だきます。

以　上

（お願い）
◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま

すようお願い申し上げます。
◎　次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上
の当社ウェブサイト（https://www.tenox.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知
の添付書類には記載しておりません。
①　連結計算書類の連結注記表
②　計算書類の個別注記表
　なお、連結注記表および個別注記表は、監査等委員会および会計監査人が監査報告を作成
するに際して、監査をした対象の一部であります。

◎　株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.tenox.co.jp/）に掲載させていた
だきます。

◎　当社は従来よりご出席の株主様へのお土産等はお渡ししておりません。また、株主総会後
に明治記念館内でご利用いただける喫茶券の配布は中止とさせていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してく
ださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

同封の議決権行使書用紙を

会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に

議案に対する賛否をご表示の

うえ、ご返送ください。

次頁の案内に従って、議案の

賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年６月29日（水曜日）

午前10時

2022年６月28日（火曜日）

午後５時30分到着分まで

2022年６月28日（火曜日）

午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１・２号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３・４号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

◎　議決権行使書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットに

よる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

◎　インターネットにより複数回にわたり、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効

な議決権としてお取り扱いいたします。

◎　インターネット接続に係る費用は、株主様のご負担となります。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード・

パスワードを入力する方法
議決権行使コードおよびパスワードを入力するこ

となく議決権行使ウェブサイトにログインするこ

とができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回
に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数

ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用

紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を

入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたし

ます。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサ

イトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを

読み取ってください。
1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセス

してください。
1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。
2

「議決権行使コー
ド」を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。
3

「パスワード」を
入力

実際にご使用にな
る新しいパスワー
ドを設定してくだ
さい

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　平日９：00～21：00）
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( 2021年 ４月１日から
2022年 ３月31日まで )

（添付書類）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの度重なる

変異株の感染拡大により社会生活や経済活動に制約を受けたものの、緊急

事態宣言等の実施効果やワクチン接種が進展したことで、緩やかながらも

回復に向けた動きが見られるようになりました。しかしながら、原材料等

の価格高騰やロシアのウクライナ侵攻による世界経済への影響が先行きに

不安を残すこととなりました。

建設業界におきましては、住宅投資は底堅く、民間設備投資も概ね持ち

直しの流れにあり、また補正予算の執行等により公共投資が堅調に推移す

ることなどで、建設投資は総じて回復基調にありました。しかしながら、

先行きへの不透明感により、激化する受注競争の連鎖で受注単価は下落

し、加えて建設資材や燃料等の価格上昇が続いていることで企業業績は厳

しい状況にあります。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、2021年度は新た

な中期経営計画の初年度となり、「設計提案から施工までの一貫体制の強

化」と「顧客のニーズに応える付加価値の創出」への取り組みを始めると

ともにESG経営を推進し持続的な企業価値向上に努めてまいりました。ま

た、新型コロナウイルス感染症の事業への影響は、受注活動においては一

部の民間案件で着工時期の遅れがあったものの、施工においては感染予防

へ万全の体制を整え当社グループ及び協力会社の役職員並びに取引先の関

係者の皆さまの安全確保を最優先し、適切に対応してまいりました。

売上高につきましては、大型物流施設の杭工事や大型電力施設の地盤改

良工事が寄与したものの、杭材料の販売や地盤改良工事の中小案件の受注

件数が減少したことで減収となりました。利益につきましては、売上高は

減少したものの大型工事を中心として工事利益率が改善したことなどで増

益となりました。
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以上の結果、当連結会計年度の売上高は148億17百万円（前連結会計年度

比6.9％減）、営業利益は４億66百万円（前連結会計年度比51.0％増）、経

常利益は５億16百万円（前連結会計年度比55.7％増）、親会社株主に帰属

する当期純利益は３億57百万円（前連結会計年度比106.5％増）となりまし

た。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３

月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

セグメントの業績は以下のとおりであります。

（建設事業）

当事業におきましては、建築工事において民間物流施設の杭工事や電力

施設の地盤改良工事が売上高に寄与したものの、杭材料の販売や地盤改良

工事の中小案件の受注件数の減少、また一部工事の着工時期の遅れなどが

重なり減収となりました。利益につきましては、売上高の減少や建設需要

の先行きの不透明感に伴う競合激化があったものの大型工事を中心に工事

利益率が改善したことで増益となりました。なお、新型コロナウイルス感

染症の受注活動や着工時期への影響は、今後も一定程度あるものと認識し

ており注視が必要な状況であります。

この結果、売上高は144億28百万円（前連結会計年度比5.9％減）、セグ

メント利益は４億92百万円（前連結会計年度比87.5％増）となりました。

（土木建築コンサルティング全般等事業）

当事業におきましては、主に解析業務の受託件数が減少したことによ

り、売上高は３億65百万円（前連結会計年度比33.0％減）、セグメント損

失は33百万円（前連結会計年度は41百万円の利益）となりました。

（その他の事業）

当事業におきましては、神奈川県川崎市に所有している不動産の賃貸に

より、売上高は23百万円（前連結会計年度比0.0％増）、セグメント利益は

６百万円（前連結会計年度比66.9％増）となりました。
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受注高・売上高・受注残高 （単位：千円）

区 分 前期受注残高 当期受注高 当期売上高 次期受注残高

建 設 事 業 4,743,605 15,215,824 14,428,136 5,531,293

土木建築コンサル
ティング全般等事業

－ － 365,761 －

そ の 他 の 事 業 － － 23,159 －

合 計 4,743,605 15,215,824 14,817,057 5,531,293

当連結会計年度におけるセグメント別受注高・売上高・受注残高は、次

のとおりであります。

（注）１.土木建築コンサルティング全般等事業及びその他の事業は受注生産を行っておりま

せんので、受注高及び受注残高の記載を省略しております。

２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等の適用

により、当社が代理人に該当する取引については、純額で表示することとなったた

め、前期受注残高を変更しております。その影響により前期受注残高が294,144千円

減少しております。

②　対処すべき課題

今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措

置の解除やウィズコロナに即した取り組みにより景気の下振れを回避する

動きが強まり、緩やかながら持ち直しをみせるものと期待されておりま

す。しかしながら、コストプッシュ型のインフレやウクライナ情勢の緊迫

化と長期化が国内景気にも大きく影を落とし、先行きへの不透明感は引き

続き拭えない状況が続くと思われます。

建設業界におきましては、公共投資は微減が予想されるものの、景気回

復を背景に倉庫・流通施設を中心とした設備投資の増加が見込め建設投資

全体としては微増に留まることが想定されております。また先行きの不安

から受注競争は激しさを増し、建設資材価格の高騰、現場従事者の慢性的

な不足、脱炭素への対応など多くの取り組むべき課題を抱えております。

当社グループにおきましては、このような状況のもと中期経営計画に掲

げた課題への着実な実行を行ってまいります。具体的には「設計提案から

施工までの一貫体制の強化」に関しては川上営業と設計折り込み力の強化

に加え、連結子会社や業務提携した日本ヒューム株式会社及び日本コンク

リート工業株式会社との技術やノウハウの掛け合わせによりシナジー効果

を高めてまいります。「顧客のニーズに応える付加価値の創出」に関しま

しては、新技術・新サービスを開発し早期の実用化を進めます。また、こ

れらの課題への取り組みを加速させ経営基盤を強化し、加えてESG経営を確

実に推進するため2022年４月に新たに経営戦略本部を立ち上げました。な

お、新型コロナウイルス感染症予防に関しましては、変異株の拡大が想定

され予断を許さない中、引き続き当社グループ、協力会社の役職員及び取
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引先の関係者の皆さまの安全確保を最優先し、適切に対応してまいりま

す。

株主の皆さまにおかれましては、従来にもましてご支援、ご協力を賜り

ますよう心からお願い申し上げます。

③　設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は２億98百万円であります。主なもの

といたしましては建設事業で工事施工機械関係に２億54百万円の設備投資
を行いました。

④　資金調達の状況
該当事項はありません。

⑤　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑥　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑦　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承
継の状況
該当事項はありません。

⑧　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の
状況
該当事項はありません。
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(2) 財産および損益の状況の推移 （単位：千円）

期　　別
区　　分

第49期
18／4～19／3

第50期
19／4～20／3

第51期
20／4～21／3

第52期
(当連結会計年度)
21／4～22／3

受 注 高 19,199,013 15,833,281 16,856,526 15,215,824

売 上 高 20,774,653 18,583,097 15,906,872 14,817,057

経 常 利 益 1,010,186 1,179,088 331,491 516,173

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

640,103 768,796 173,277 357,792

１株当たり当期純利益(円) 92.25 113.09 25.49 53.42

総 資 産 16,766,092 18,667,916 18,163,940 17,681,498

純 資 産 11,636,846 12,195,780 12,215,632 12,300,204

（注）１.１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により算出しております。

なお、当社は「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」を導入しております。当該株式給

付信託が所有する当社株式については、連結計算書類において自己株式として計上

しております。１株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均発行済

株式数について、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。

２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第52

期の期首から適用しており、第52期に係る主要な経営指標等については、当該会計

基準等を適用した後の指標等となっております。

名　　　称 資本金
持 株
比 率

主 要 な 事 業 内 容

株式会社テノックス技研
千円 ％

とび・土工工事業
30,000 100

株式会社広島組
千円 ％

とび・土工工事業
30,000 100

株式会社複合技術研究所
千円 ％

工法開発およびコンサルティング業
20,000 55

T E N O X  A S I A  C O M P A N Y
L I M I T E D

千VND ％
地盤基礎工事業

36,315,334 100

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

(4) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

コンクリートパイル、鋼管パイルの販売およびその杭打工事の請負、地

盤改良工事の請負、工法開発およびコンサルティング

－ 9 －



 株式会社テノックス 本社 東京都港区

営業所

北海道営業所（北海道札幌市）
東北営業所（宮城県仙台市）
名古屋営業所（愛知県名古屋市）
大阪営業所（大阪府大阪市）
中四国営業所（広島県広島市）
九州営業所（福岡県福岡市）

機材センター 東京機材センター（千葉県船橋市）

 株式会社テノックス技研 本社 千葉県船橋市

 株式会社広島組 本社 大阪府大阪市

 株式会社複合技術研究所 本社 東京都新宿区

 TENOX ASIA COMPANY LIMITED 本社 ベトナム ホーチミン市

(5) 主要な事業所（2022年３月31日現在）

①　当社

②　子会社

区　　　　　　　　分 従　　業　　員　　数

建設事業 295名

土木建築コンサルティング全般等事業 27名

その他の事業 1名

合　　　　　　　　計 323名

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

198名 ６名増 43.3歳 14.1年

(6) 従業員の状況（2022年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

②　当社の従業員の状況

(7) 主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

　　借入金の金額に重要性がないため記載を省略しております。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 21,640,000株

(2) 発行済株式の総数 6,913,861株（自己株式780,219株を除く。）

(3) 株主数 1,603名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

光 通 信 株 式 会 社 514,100株 7.43％

住 商 セ メ ン ト 株 式 会 社 432,000 6.24

三 菱 商 事 株 式 会 社 317,020 4.58

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 253,000 3.65

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） 245,200 3.54

株式会社日本カストディ銀行（信託E口） 224,589 3.24

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 220,220 3.18

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 220,000 3.18

樗 沢 佐 江 子 213,000 3.08

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 200,000 2.89

株　式　数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役および

社外取締役を除く。）
15,537株 ４名

２．会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）

(4) 大株主

（注）持株比率は、自己株式（780,219株）を控除して計算しております。

当該自己株式には、ＥＳＯＰ信託所有自己株式（224,589株）は含まれておりません。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）１. 監査等委員である取締役に対し、株式の交付は行っておりません。

２．上記のほか執行役員４名に対して6,568株を付与しております。

３．当社の株式報酬の内容につきましては、「４．会社役員に関する事項（2）取締役の

報酬等の額」に記載しております。
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取 締 役 会 決 議 取 得 株 式 数 取 得 価 額 取 得 日

2021年２月24日 146,000株 129,997,700円 2021年６月18日

(6) その他株式に関する重要な事項

①　当社は、経営を取り巻く諸環境を勘案し機動的な資本政策を遂行するた

め、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条

の規定に基づき、以下のとおり自己株式を取得しました。

（注）上記のうち、38,400株（取得株式数）、33,482,900円（取得価額）は、2021年３月１日

から、同年３月31日までに取得したものであります。

②　当社は、2021年５月14日開催の取締役会において、「株式給付信託（Ｊ

－ＥＳＯＰ）」への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分につ

いて決議し、当社が保有していた自己株式122,900株について、2021年５

月31日付で株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）へ一括して処分いた

しました。
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株式会社テノックス

第１回新株予約権

株式会社テノックス

第２回新株予約権

株式会社テノックス

第３回新株予約権

発行決議日 2013年７月19日 2014年７月18日 2015年７月17日

新株予約権の数 41個 25個 19個

新株予約権の目的となる

株式の種類と数

普通株式     41,000株

（新株予約権１個につき1,000株）

普通株式     25,000株

（新株予約権１個につき1,000株）

普通株式     19,000株

（新株予約権１個につき1,000株）

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり1,000円

（１株当たり  １円）

新株予約権１個当たり1,000円

（１株当たり  １円）

新株予約権１個当たり1,000円

（１株当たり  １円）

権利行使期間
2013年８月８日から

2043年８月７日まで

2014年８月８日から

2044年８月７日まで

2015年８月７日から

2045年８月６日まで

行使の条件 （注） （注） （注）

役 員 の

保有状況

取締役

（監査等委員である取締役

および社外取締役を除く。）

新株予約権の数    15個 新株予約権の数    ９個 新株予約権の数    10個

目的となる株式数   15,000株 目的となる株式数    9,000株 目的となる株式数   10,000株

保有者数          ３人 保有者数          ３人 保有者数          ４人

取締役

（監査等委員）

新株予約権の数    －個 新株予約権の数    －個 新株予約権の数    －個

目的となる株式数     －株 目的となる株式数     －株 目的となる株式数     －株

保有者数          －人 保有者数          －人 保有者数          －人

３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（2022年３月31日現在）

（注）１. 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日

から10日間（10日目が休日に当たる場合は翌営業日）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。

２. 上記１．は、新株予約権を相続により承継した者には適用しない。

３. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができな

い。
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株式会社テノックス

第４回新株予約権

株式会社テノックス

第５回新株予約権

株式会社テノックス

第６回新株予約権

発行決議日 2016年７月15日 2017年７月14日 2018年７月12日

新株予約権の数 228個 159個 136個

新株予約権の目的となる

株式の種類と数

普通株式     22,800株

（新株予約権１個につき100株）

普通株式     15,900株

（新株予約権１個につき100株）

普通株式     13,600株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり  １円）

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり  １円）

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり  １円）

権利行使期間
2016年８月19日から

2046年８月18日まで

2017年８月19日から

2047年８月18日まで

2018年８月21日から

2048年８月20日まで

行使の条件 （注） （注） （注）

役 員 の

保有状況

取締役

（監査等委員である取締役

および社外取締役を除く。）

新株予約権の数   128個 新株予約権の数   110個 新株予約権の数   136個

目的となる株式数   12,800株 目的となる株式数   11,000株 目的となる株式数   13,600株

保有者数          ４人 保有者数          ４人 保有者数          ４人

取締役

（監査等委員）

新株予約権の数    －個 新株予約権の数    －個 新株予約権の数    －個

目的となる株式数     －株 目的となる株式数     －株 目的となる株式数     －株

保有者数          －人 保有者数          －人 保有者数          －人

（注）１. 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日

から10日間（10日目が休日に当たる場合は翌営業日）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。

２. 上記１．は、新株予約権を相続により承継した者には適用しない。

３. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができな

い。
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株式会社テノックス

第７回新株予約権

株式会社テノックス

第８回新株予約権

発行決議日 2019年７月19日 2020年７月10日

新株予約権の数 202個 179個

新株予約権の目的となる

株式の種類と数

普通株式     20,200株

（新株予約権１個につき100株）

普通株式     17,900株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権と引換えに払

い込みは要しない

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり  １円）

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり  １円）

権利行使期間
2019年８月21日から

2049年８月20日まで

2020年８月22日から

2050年８月21日まで

行使の条件 （注） （注）

役 員 の

保有状況

取締役

（監査等委員である取締役

および社外取締役を除く。）

新株予約権の数   202個 新株予約権の数   179個

目的となる株式数   20,200株 目的となる株式数   17,900株

保有者数          ４人 保有者数          ４人

取締役

（監査等委員）

新株予約権の数    －個 新株予約権の数    －個

目的となる株式数     －株 目的となる株式数     －株

保有者数          －人 保有者数          －人

（注）１. 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日

から10日間（10日目が休日に当たる場合は翌営業日）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。

２. 上記１．は、新株予約権を相続により承継した者には適用しない。

３. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができな

い。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

該当事項はありません。
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氏 名 会 社 に お け る 地 位 担当および重要な兼職の状況

佐 藤 雅 之 代 表 取 締 役 社 長

堀 切 　 節 取 締 役 執 行 役 員
施 工 技 術 本 部 長
株式会社テノックス技研取締役

坂 口 卓 也 取 締 役 執 行 役 員
管 理 本 部 長
株 式 会 社 広 島 組 取 締 役

高 橋 勝 規 取 締 役 執 行 役 員
営 業 本 部 長
株式会社広島組代表取締役社長

里 見 雄 冊 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ・ 常 勤 ）

大 森 勇 一 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 曙 綜 合 法 律 事 務 所 代 表 弁 護 士
一 般 社 団 法 人 日 本 保 釈 支 援 協 会 代 表 理 事

竹 口 圭 輔 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 法 政 大 学 経 済 学 部 教 授

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2022年３月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）大森勇一氏および取締役（監査等委員）竹口圭輔氏は、社外取

締役であります。

２. 取締役（監査等委員）大森勇一氏および取締役（監査等委員）竹口圭輔氏は、東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために里見雄冊氏を

常勤の監査等委員として選定しております。

４. 取締役（監査等委員）竹口圭輔氏は、大学教授（財務会計）として、財務および会計

に関する相当程度の知見を有しております。

－ 16 －



氏 名 会 社 に お け る 地 位 担当および重要な兼職の状況

児 玉 勝 久 執 行 役 員
施 工 技 術 本 部 副 本 部 長
兼 業 務 部 長
株式会社テノックス技研取締役

又 吉 直 哉 執 行 役 員
施 工 技 術 本 部 副 本 部 長
株式会社複合技術研究所取締役副社長

迫 田 一 彦 執 行 役 員
管 理 本 部 副 本 部 長
兼 経 理 部 長
兼 企 画 情 報 推 進 部 長

仙 石 茂 史 執 行 役 員 施 工 技 術 本 部 工 事 第 一 部 長

若 尾 　 直 執 行 役 員
営 業 本 部 副 本 部 長
兼 東 北 営 業 所 長

氏 名 会 社 に お け る 地 位 担当および重要な兼職の状況

佐 藤 雅 之 代 表 取 締 役 社 長

堀 切 　 節 取 締 役 執 行 役 員 経 営 戦 略 本 部 長

坂 口 卓 也 取 締 役 執 行 役 員
管 理 本 部 長
株 式 会 社 広 島 組 取 締 役

高 橋 勝 規 取 締 役 執 行 役 員
社長付（広島組経営支援室長）
株式会社広島組代表取締役社長

児 玉 勝 久 執 行 役 員
経 営 戦 略 本 部 副 本 部 長
兼 経 営 企 画 部 長
株式会社テノックス技研取締役

又 吉 直 哉 執 行 役 員
施 工 本 部 長
兼 業 務 部 長
株式会社複合技術研究所取締役副社長

迫 田 一 彦 執 行 役 員
管 理 本 部 副 本 部 長
兼 経 理 部 長
兼 企 画 情 報 推 進 部 長

若 尾 　 直 執 行 役 員
営 業 本 部 長
兼 土 木 営 業 部 長
兼 中 四 国 営 業 所 長

平 山 勇 治 執 行 役 員
技 術 本 部 長
兼 技 術 部 長

黒 河 　 徹 執 行 役 員
施 工 本 部 工 事 第 一 部 長
株式会社テノックス技研取締役
株式会社複合技術研究所取締役

（ご参考）

　１. 取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

　２. 2022年４月１日付で組織変更ならびに執行役員の地位および担当業務の変更を行いま

した。同日現在の執行役員（取締役兼務者を含む。）は次のとおりであります。
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(2) 取締役の報酬等の額

①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年６月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報

酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方

針と整合していることや、社外取締役および監査等委員会の同意を得てい

ることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま

す。

　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次

のとおりです。

イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬

a．構成

固定報酬である基本報酬と業績連動報酬（賞与）および非金銭報

酬（譲渡制限付株式報酬）で構成する。

b．決定の方法

基本報酬は、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、

透明性・客観性を確保するために過半数以上を社外取締役で構成す

る任意の報酬委員会が、各取締役の業務評価、会社の業績、従業員

給与とのバランス、外部機関の役員報酬調査データを勘案、審議の

うえ取締役会に答申し、取締役会で決定する。

業績連動報酬（賞与）は、基本報酬と共に株主総会決議により決

定された限度額の範囲内で、経営戦略との関連性を高めるために単

年度の「連結営業利益」の達成水準に応じて、透明性・客観性を確

保するために過半数以上を社外取締役で構成する任意の報酬委員会

が、各取締役の業務評価、会社の業績を勘案、審議のうえ取締役会

に答申し、取締役会で決定する。

非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、当事業年度より株価変

動のメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有し、株価上昇

および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的に

役位別に定めた係数を月額基本報酬に乗じて得られた額に応じて決

定した当社普通株式を交付しております。譲渡制限期間は、株主価

値の共有を中長期にわたって実現するために、株式交付日から当社

の取締役を退任する日までの期間としております。
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役員区分

報酬等の

総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員

であるものを除く。）

（うち社外取締役）

57,944

(－)

44,712

(－)

－

(－)

13,232

(－)

４

(－)

監査等委員である

取締役

（うち社外取締役）

23,700

(11,400)

23,700

(11,400)

－

(－)

－

(－)

３

(２)

合　　　計

（うち社外取締役）

81,644

(11,400)

68,412

(11,400)

－

(－)

13,232

(－)

７

(２)

ロ．取締役（監査等委員）の報酬

a．構成

固定報酬である基本報酬で構成する。

b．決定の方法

基本報酬は、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、

監査等委員である取締役の協議により決定する。

②当事業年度に係る取締役の報酬等の額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２. 取締役（監査等委員および社外取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2016年６月29日

開催の第46回定時株主総会において、年額100百万円以内（ただし、使用人兼務取締

役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点

の取締役（監査等委員および社外取締役を除く。）の員数は、５名です。

また金銭報酬とは別枠で、2021年６月29日開催の第51回定時株主総会において、譲渡

制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額（監査等委

員および社外取締役は付与対象外）として年額30百万円以内、株式数の上限を年

30,000株と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員お

よび社外取締役を除く。）の員数は、４名です。

３. 取締役（監査等委員）の金銭報酬の額は、2016年６月29日開催の第46回定時株主総会

において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取

締役（監査等委員）の員数は、３名です。
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４. 業績連動報酬等は、顕著な業績貢献が認められなかったため、当事業年度の支給はあ

りませんでした。

５. 非金銭報酬等の額は、取締役（監査等委員および社外取締役を除く。）４名に対する

ストックオプション制度に基づく当事業年度中における費用計上額および取締役（監

査等委員および社外取締役を除く。）４名に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づく

当事業年度中における費用計上額の合計であります。

また、非金銭報酬等の内容は、取締役（監査等委員および社外取締役を除く。）４名

に対する譲渡制限付株式であり、割当ての際の条件等は「①役員報酬等の内容の決定

に関する方針等」のとおりであり、当事業年度における交付状況は、「２．会社の株

式に関する事項（5）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した

株式の状況」に記載しております。

６. 当社は、2013年６月27日開催の第43回定時株主総会において、同株主総会終結の時を

もって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、取締役および監査役に対して、同

制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを

決議いただいております。

なお、上記決議に基づく役員退職慰労金の打切り支給予定額300千円を長期未払金と

して計上しております。

また、2021年６月29日開催の第51回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度

の導入を決議いただきましたので、取締役（監査等委員および社外取締役を除く。）

に対する株式報酬型ストックオプションの割当ては行っておりません。（既に割当て

済みのものを除く。）

(3) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会

社法第423条第１項の損害賠償責任について、当該取締役（業務執行取締役

等であるものを除く。）が善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定

める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款

に定めております。

　ただし、現在のところ、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く。）とは責任限定契約を締結しておりません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取

締役（監査等委員を含む。）、執行役員および子会社の取締役・監査役で

あり、被保険者は保険料を負担しておりません。保険料の全額を会社が負

担しております。当該保険契約により被保険者の業務の遂行に起因して損

害賠償請求がなされたことによって被る損害（法律上の損害賠償金および

争訟費用）が塡補されることとなります。
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出席状況、発言状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
(監査等委員)

大 森 勇 一
当事業年度において開催された取締役会15回、監査等委員会15回
のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地と豊富な経験
に基づき発言を行っております。

取 締 役
(監査等委員)

竹 口 圭 輔
当事業年度において開催された取締役会15回、監査等委員会15回
のすべてに出席し、主に大学教授（財務会計）としての専門的見
地と豊富な経験に基づき発言を行っております。

　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた

め、犯罪行為や違法であることを認識しながら行った行為など故意または

重過失に起因する損害賠償請求の場合には塡補の対象としないこととして

おります。

　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定して

おります。

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況（他の法人等の業務執行者である場合）

および当社と当該他の法人等との関係

取締役（監査等委員）大森勇一氏は、一般社団法人日本保釈支援協会の

代表理事であります。なお、当社と一般社団法人日本保釈支援協会との間

には特別な関係はありません。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況および当社と当該他

の法人等との関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 27,000千円

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等
の額

－千円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

27,000千円

５．会計監査人に関する事項
(1) 名称　有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を踏まえ、監査計画における監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監

査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討し

た結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第３項の同意を行っておりま

す。

３. 当社の重要な子会社のうち、TENOX ASIA COMPANY LIMITED は、Crowe Vietnam Co., 

Ltd.の監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計

監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を

報告いたします。

また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判

断した場合は、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議

案の内容を決定いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会計監査人有限責任 あずさ監査法人との間で、有限責任 あずさ

監査法人が善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、当社が会計監査人に報酬その他の職務執行の対価として支

払い、または支払うべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最

も高い額に２を乗じた額であります。

－ 22 －



６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の

概要は以下のとおりであります。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制

イ．取締役は取締役会に対し、法令遵守の誓約書を提出する。

ロ．コンプライアンス規程を制定し、法令遵守が企業活動の前提である

ことを徹底する。

ハ．コンプライアンス委員会を設置し、企業倫理の確立、法令遵守の徹

底を図るための教育・啓蒙活動を行う。

ニ．法令違反や不正行為等の通報のために、社外を含めた複数の窓口を

設置し、周知する。

ホ．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは

一切関係を持たず、毅然として対応する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

イ．取締役の職務執行に係る文書については、法令および社内規程に基

づき適切に保存・管理を行う。

ロ．取締役または監査等委員会から閲覧の要請があった場合も、速やか

に閲覧可能な状態で保存・管理する。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．リスクの把握、管理、対応策策定のためのリスク管理規程を定め

る。

ロ．コンプライアンス委員会は、リスク管理の状況について、３ヵ月に

１度以上、代表取締役に報告しなければならない。
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④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

イ．取締役会を原則として毎月１回開催するほか、臨時取締役会を随時

開催し、経営方針および経営戦略の立案ならびに取締役の職務執行状

況の監督を行う。

ロ．業務執行にあたって、職務権限規程などの社内規程に基づき、適切

かつ効率的に職務を行う。

⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

イ．子会社の取締役・使用人は、営業成績、財務状況およびその他重要

な情報を定期的に当社取締役会に報告を行う。

ロ．当社および子会社は、リスク管理規程の共有により、リスクの把握

および適切な対策を講じる。また当社の内部監査部門がリスク管理状

況の監査、有効性の評価を行い当社の代表取締役に報告する。

ハ．当社は、子会社の取締役等から事業内容の定期的な報告を受けると

ともに、重要な案件について事前協議を行う。

ニ．当社は、子会社の取締役または監査役を、当社の取締役または使用

人から選任して派遣し、子会社の取締役会の職務執行において、ガバ

ナンスの確保とコンプライアンスに関わる課題の対処を行う。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人ならびに

その独立性に関する事項

イ．監査等委員会は、必要に応じてその職務を補助する取締役および使

用人を置くことを代表取締役に求めることができる。

ロ．前項に定める使用人の任免、考課等については、監査等委員会と事

前協議のうえで行い、補助期間内における当該使用人への指示・命令

は、監査等委員会が行う。

⑦ 当社の監査等委員会への報告を確保するための体制

イ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人な

らびに当社子会社の取締役および使用人は、当該会社に著しい損害を

及ぼすおそれのある事実を発見したとき、および報告を受けたときは

直ちに監査等委員会に報告する。

ロ．常勤の監査等委員は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲

覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
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⑧ 当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、内部通報規程に基づき監査等委員会への通報・相談を行っ

た者に対し、報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わな

い。

⑨ 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するも

のに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項

当社は、監査等委員より職務の執行に関して生ずる費用の請求があ

ったときは、当該請求が職務の執行に必要でないと認められた場合を

除き、当該費用又は債務を処理する。

⑩ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する

ための体制

イ．監査等委員会は、内部監査室および会計監査人と定期的に意見交換

や情報交換を通じて緊密に連携し、必要に応じて報告を求める。

ロ．各監査等委員は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるほか、

その職務の執行に必要な場合は、社内で開催される重要な会議に出席す

ることができる。また、社内および子会社の業務執行状況の報告を受け

る。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①　コンプライアンス委員会を設置し、企業倫理の確立、法令遵守の徹底

を図るための教育・啓蒙活動を行っております。

②　内部監査室は、社内監査報告を代表取締役および取締役に対し８回行

い、業務の適正・リスク管理を行っております。

③　取締役会を定時・臨時含め15回開催し、経営方針および経営戦略の立

案ならびに取締役の職務執行状況の監督を行っております。

④　子会社の取締役・使用人は、営業成績、財務状況およびその他重要な

情報を定期的に当社取締役または担当部署を通して、取締役会に報告を

行っております。

⑤　当社取締役または使用人から各子会社に取締役または監査役を派遣

し、子会社のガバナンスの確保を行っております。

⑥　内部通報制度を制定し、監査等委員および外部弁護士へ当社および子

会社に著しい損害を及ぼす事実を発見した場合に通報できる体制を整え

ております。

⑦　監査等委員会は内部監査室と11回、会計監査人と６回意見交換や情報

交換を実施しております。

⑧　取締役がその役割や責務を適切に果たす上で必要となる知識の習得や

更新のための研修を実施しております。

７．会社の支配に関する基本方針

　特記すべき事項はありません。

（注）本事業報告に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して

おります。ただし、「１株当たり当期純利益」については、小数点以下

第３位を四捨五入して表示しております。
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（2022年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 預 金

受 取 手 形 ・ 完 成 工 事 未 収 入 金
及 び 契 約 資 産 等

電 子 記 録 債 権

未 成 工 事 支 出 金 等

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

14,850,067

9,612,254

2,683,049

1,405,880

721,800

348,216

80,166

△1,299

2,831,430

2,308,899

276,593

907,152

110,428

954,278

60,446

40,123

20,592

19,530

482,407

280,263

95,814

117,442

△11,112
　

流 動 負 債 4,695,275

支払手形・工事未払金等 3,681,737

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 9,940

未 払 法 人 税 等 189,149

契 約 負 債 128,586

賞 与 引 当 金 108,096

完成工事補償引当金 3,400

工 事 損 失 引 当 金 8,793

そ の 他 565,573

固 定 負 債 686,018

長 期 借 入 金 19,880

退職給付に係る負債 503,134

株 式 給 付 引 当 金 62,455

そ の 他 100,548

負 債 合 計 5,381,294

純 資 産 の 部

株 主 資 本 11,908,450

資 本 金 1,710,900

資 本 剰 余 金 2,447,772

利 益 剰 余 金 8,380,240

自 己 株 式 △630,462

その他の包括利益累計額 10,848

その他有価証券
評 価 差 額 金

19,469

為 替 換 算
調 整 勘 定

△8,621

新 株 予 約 権 91,045

非支配株主持分 289,859

純 資 産 合 計 12,300,204

資 産 合 計 17,681,498 負 債 純 資 産 合 計 17,681,498

連 結 貸 借 対 照 表

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 14,817,057

売 上 原 価 12,461,643

売 上 総 利 益 2,355,413

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,888,857

営 業 利 益 466,556

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 9,974

為 替 差 益 6,116

そ の 他 35,564 51,655

営 業 外 費 用

支 払 利 息 580

そ の 他 1,457 2,038

経 常 利 益 516,173

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 12,699

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,235 13,935

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 2,635 2,635

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 527,473

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 207,589

法 人 税 等 調 整 額 △34,693

当 期 純 利 益 354,577

非支配株主に帰属する当期純損失 3,214

親会社株主に帰属する当期純利益 357,792

連 結 損 益 計 算 書

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2021年４月１日　期首残高 1,710,900 2,397,716 8,187,745 △511,410 11,784,951

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △165,297 △165,297

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

357,792 357,792

自 己 株 式 の 取 得 △206,528 △206,528

自 己 株 式 の 処 分 41,417 70,428 111,845

新 株 予 約 権 の 行 使 1,786 4,272 6,058

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 6,852 12,776 19,629

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 50,056 192,494 △119,051 123,499

2022年３月31日　期末残高 1,710,900 2,447,772 8,380,240 △630,462 11,908,450

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額

新 株
予 約 権

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

為替換算調整
勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2021年４月１日　期首残高 50,453 △7,957 42,496 94,210 293,973 12,215,632

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △165,297

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

357,792

自 己 株 式 の 取 得 △206,528

自 己 株 式 の 処 分 111,845

新 株 予 約 権 の 行 使 6,058

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 19,629

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△30,983 △664 △31,647 △3,165 △4,114 △38,927

連結会計年度中の変動額合計 △30,983 △664 △31,647 △3,165 △4,114 84,571

2022年３月31日　期末残高 19,469 △8,621 10,848 91,045 289,859 12,300,204

連結株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

－ 29 －



（2022年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 預 金

受 取 手 形

完 成 工 事 未 収 入 金

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

契 約 資 産

未 成 工 事 支 出 金

貯 蔵 品

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

14,020,252

8,945,289

330,606

1,853,484

204,886

1,405,880

189,767

542,846

61,100

117,144

345,669

47,992

△24,414

2,785,004

2,030,576

216,526

52,540

818,239

0

106,643

783,778

52,847

16,901

15,104

1,797

737,526

269,090

179,971

133,450

59,291

90,041

8,182

△2,500
　

流 動 負 債 4,653,081

工 事 未 払 金 3,470,621

買 掛 金 338,193

未 払 金 134,402

未 払 費 用 123,406

未 払 法 人 税 等 184,550

契 約 負 債 128,586

賞 与 引 当 金 92,000

完成工事補償引当金 3,400

工 事 損 失 引 当 金 5,800

そ の 他 172,121

固 定 負 債 530,744

長 期 未 払 金 300

退 職 給 付 引 当 金 434,672

株 式 給 付 引 当 金 62,455

そ の 他 33,316

負 債 合 計 5,183,825

純 資 産 の 部

株 主 資 本 11,509,991

資 本 金 1,710,900

資 本 剰 余 金 2,447,772

資 本 準 備 金 2,330,219

その他資本剰余金 117,553

利 益 剰 余 金 7,981,780

利 益 準 備 金 149,517

その他利益剰余金 7,832,263

別 途 積 立 金 2,800,000

繰 越 利 益 剰 余 金 5,032,263

自 己 株 式 △630,462

評価・換算差額等 20,394

その他有価証券評価差額金 20,394

新 株 予 約 権 91,045

純 資 産 合 計 11,621,431

資 産 合 計 16,805,257 負 債 純 資 産 合 計 16,805,257

貸　借　対　照　表

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 13,476,958

商 品 売 上 高 682,608

そ の 他 の 事 業 売 上 高 23,159 14,182,726

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 11,695,518

商 品 売 上 原 価 300,437

そ の 他 の 事 業 売 上 原 価 16,363 12,012,319

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 1,781,439

商 品 売 上 総 利 益 382,171

そ の 他 の 事 業 売 上 総 利 益 6,795 2,170,407

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,650,309

営 業 利 益 520,097

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 13,924

そ の 他 26,267 40,191

営 業 外 費 用

支 払 利 息 97

為 替 差 損 85

そ の 他 233 416

経 常 利 益 559,873

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 12,699

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,235 13,935

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 2,635

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 23,229 25,864

税 引 前 当 期 純 利 益 547,944

法人税、住民税及び事業税 205,590

法 人 税 等 調 整 額 △24,684

当 期 純 利 益 367,038

損　益　計　算　書

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 　 本
準 備 金

そ の 他
資 　 本
剰 余 金

資 　 本
剰 余 金
合 　 計

利 　 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

202 1年４月１日　期首残高 1,710,900 2,330,219 67,497 2,397,716 149,517 2,800,000 4,830,522 7,780,039

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △165,297 △165,297

当 期 純 利 益 367,038 367,038

自己株式の取得

自己株式の処分 41,417 41,417

新株予約権の行使 1,786 1,786

譲 渡 制 限 付
株 式 報 酬

6,852 6,852

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 50,056 50,056 201,741 201,741

20 2 2年３月31日　期末残高 1,710,900 2,330,219 117,553 2,447,772 149,517 2,800,000 5,032,263 7,981,780

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

202 1年４月１日　期首残高 △511,410 11,377,245 50,427 50,427 94,210 11,521,883

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △165,297 △165,297

当 期 純 利 益 367,038 367,038

自己株式の取得 △206,528 △206,528 △206,528

自己株式の処分 70,428 111,845 111,845

新株予約権の行使 4,272 6,058 6,058

譲 渡 制 限 付
株 式 報 酬

12,776 19,629 19,629

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

△30,033 △30,033 △3,165 △33,198

事業年度中の変動額合計 △119,051 132,746 △30,033 △30,033 △3,165 99,547

20 2 2年３月31日　期末残高 △630,462 11,509,991 20,394 20,394 91,045 11,621,431

株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。
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指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 山 本 美 晃

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 小 林 圭 司

独立監査人の監査報告書
2022年５月11日

株 式 会 社 テ ノ ッ ク ス

取 締 役 会　御 中

有 限 責 任  あ  ず  さ  監  査  法  人

東 京 事  務  所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社テノッ

クスの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算

書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社テノックス及び連結子

会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連

結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責

任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員

会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内

容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明

するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を

通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監

査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す

ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤

りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤り

があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ

には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき

連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締

役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結

計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す

る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従

って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐

疑心を保持して以下を実施する。

－ 34 －



・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手

続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に

応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性

を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項

が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した

監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する

注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算

書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価

する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計

算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時

期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告

を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職

業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え

ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
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利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 本 美 晃

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 林 圭 司

独立監査人の監査報告書
2022年５月11日

株 式 会 社 テ ノ ッ ク ス

取 締 役 会　御 中

有 限 責 任  あ  ず  さ  監  査  法  人

東 京 事 務 所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社

テノックスの2021年４月１日から2022年３月31日までの第52期事業年度の

計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ

いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産

及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計

算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責

任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員

会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告

－ 37 －



当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明す

るものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤り

があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計

算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締

役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算

書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理

的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する

意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従

って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐

疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手

続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討

する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性

を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切

でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求

められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が

基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時

期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告

を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職

業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え

ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第52期事業
年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び
結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる
事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の
取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると
認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果
は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果
は相当であると認めます。

常勤監査等委員 里 見 雄 冊 ㊞

監 査 等 委 員 大 森 勇 一 ㊞

監 査 等 委 員 竹 口 圭 輔 ㊞

2022年５月17日

株式会社テノックス　監査等委員会

（注）監査等委員大森勇一及び竹口圭輔は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

株主の皆さまへの利益還元につきましては、重要課題と位置づけ、安定

配当の継続を重視しつつ、当該期の業績や財政状態に加え、中期的な見通

しも勘案して配当を決定すべきものと考えております。

期末配当につきましては、業績の進捗を勘案いたしまして、以下のとお

りといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金15円（普通配当10円、記念配当５円）

総額は103,707,915円

なお、中間配当金として１株につき金10円をお支払いしておりますの

で、当期の年間配当金は１株につき金25円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2022年６月30日
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現 行 定 款 変 更 案

第　１　章　　総　　　則

第１条～第15条（条文省略）

第　１　章　　総　　　則

第１条～第15条（現行どおり）

第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

(1) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条た

だし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１

日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電

子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載

する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものでありま

す。（変更案第16条）

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の

規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効

力発生日等に関する附則を設けるものであります。（変更案附則第２条）

(2) 会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面または電磁的記

録により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、取締役会の決

議があったものとみなすための規定を新設するものであります。（変更案

第25条第２項）

(3) 附則条文について期限が到来したときに削除される旨の規定を設けるも

のであります。（変更案附則第１条第２項）

また、上記附則の新設に伴う条数の追加を行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供）

第16条 当会社は、株主総会の招集に

際し､株主総会参考書類､事業

報告､計算書類および連結計

算書類に記載または表示をす

べき事項に係る情報を、法務

省令に定めるところに従いイ

ンターネットを利用する方法

で開示することにより、株主

に対して提供したものとみな

すことができる｡

（新設）

第17条～第24条（条文省略）

（取締役会の決議方法）

第25条 取締役会の決議は、議決に加

わることができる取締役の過

半数が出席し､出席した取締

役の過半数をもって行う｡

（削除）

（電子提供措置等）

第16条 当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類等の

内容である情報について、電

子提供措置をとるものとす

る。

　　２ 当会社は、電子提供措置をと

る事項のうち法務省令で定め

るものの全部または一部につ

いて、議決権の基準日までに

書面交付請求をした株主に対

して交付する書面に記載する

ことを要しないものとする。

第17条～第24条（現行どおり）

（取締役会の決議方法）
第25条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案

（新設）

第26条～第42条（条文省略）

附則

（監査役の責任免除に関する経過措置）

当会社は、第46回定時株主総会終結前

の行為に関する監査役（監査役であっ

た者を含む。）の会社法第423条第１

項の責任につき、善意でかつ重大な過

失がない場合は、取締役会の決議によ

って、法令の定める限度において、そ

の責任を免除することができる。

（新設）

　　２ 前項の規定にかかわらず、当

会社は、取締役が取締役会の

決議の目的である事項につい

て提案をした場合において、

その提案につき取締役（その

事項について議決に加わるこ

とができるものに限る。）の

全員が書面または電磁的記録

により同意の意思表示をした

ときは、その提案を可決する

旨の取締役会の決議があった

ものとみなす。

第26条～第42条（現行どおり）

附則

（監査役の責任免除に関する経過措置）

第１条 （現行どおり）

　　２ 本条は、第46回定時株主総会

終結の時から10年の経過をも

って自動的に削除されるもの

とする。
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現 行 定 款 変 更 案

（新設）

（株主総会資料の電子提供に関する経

過措置）

第２条 変更前定款第16条（株主総会

参考書類等のインターネット

開示とみなし提供）の削除お

よび変更後定款第16条（電子

提供措置等）の新設は、会社

法の一部を改正する法律（令

和元年法律第70号）附則第１

条ただし書きに規定する改正

規定の施行の日である2022年

９月１日（以下「施行日」と

いう。）から効力を生ずるも

のとする。

　　２ 前項の規定にかかわらず、施

行日から６か月以内の日を株

主総会の日とする株主総会に

ついては、変更前定款第16条

（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提

供）はなお効力を有する。

　　３ 本条は、施行日から６か月を

経過した日または前項の株主

総会の日から３か月を経過し

た日のいずれか遅い日後に自

動的に削除されるものとす

る。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

１

［再任］
さ

佐

 

　
とう

藤

 

　
まさ

雅

 

　
ゆき

之

(1954年５月４日生)

2015年４月 当社入社、執行役員地

域営業部担当

2015年６月 取締役執行役員地域営

業部担当

2016年４月 取締役常務執行役員地

域営業本部長兼新規事

業推進部長

2017年４月 取締役常務執行役員首

都圏営業本部長兼地域

営業本部長兼新規事業

推進部長

2018年４月 取締役常務執行役員社

長補佐

2018年６月 代表取締役社長（現任）

22,456株

【取締役候補者とした理由】

佐藤雅之氏は、長年にわたり、事業運営、営業推進に関する豊富な

経験と実績を有しており、代表取締役として当社グループの経営全般

を牽引しております。今後も当社グループの経営の推進に必要と判断

することから、引き続き、取締役としての選任をお願いするものです。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じで

す。）全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制強化のため１名増員し、取締役５名の選任をお願い

するものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者

について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

２

［再任］
ほり

堀

 

　
きり

切

 

　

 

　

 

　
たかし

節

(1965年２月３日生)

1989年４月 当社入社

2011年４月 工務部長

2013年４月 執行役員工務部長兼技

術・開発部長

2014年４月 執行役員工事部長兼技

術・開発部長

2016年４月 執行役員技術本部長兼

品質管理部長

2016年６月 取締役執行役員技術本

部長兼品質管理部長

2018年４月 取締役執行役員施工技

術本部長

2022年４月 取締役執行役員経営戦

略本部長（現任）

7,927株

【取締役候補者とした理由】

堀切節氏は、長年にわたり、技術、施工部門に携わり、技術、施工

に関する高度な専門知識と経験を有しております。これらの経験や実

績は当社グループ経営に活かすことが出来ると判断することから、引

き続き、取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

３

［再任］
さか

坂

 

　
ぐち

口

 

　
たく

卓

 

　
や

也

(1955年10月21日生)

1987年５月 当社入社、大阪営業所長

2003年４月 土木営業第一部長

2005年６月 取締役土木営業第一部長

2007年６月 取締役販売管理部長

2009年４月 取締役執行役員販売管

理部長（2009年６月取

締役退任）

2011年10月 執行役員管理本部副本

部長兼販売管理部長

2012年６月 執行役員管理本部副本

部長兼総務部長兼販売

管理部長

2016年４月 執行役員施工本部業務

部長

2018年４月 執行役員施工技術本部

副本部長兼工事第一部

長兼業務部長

2018年６月 取締役執行役員施工技

術本部副本部長兼工事

第一部長兼業務部長

2020年４月 取締役執行役員管理本

部長（現任）

7,627株

（重要な兼職の状況）

株式会社広島組取締役

【取締役候補者とした理由】

坂口卓也氏は、長年にわたり、営業、施工、管理部門に携わり、建

設事業全般に関する幅広い知見と経験を有しております。これらの経

験や実績は当社グループ経営に活かすことが出来ると判断することか

ら、引き続き、取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

４

［再任］
たか

高

 

　
はし

橋

 

　
かつ

勝

 

　
のり

規

(1959年９月22日生)

1989年１月 当社入社

2011年４月 営業統括本部営業第三

部長

2012年３月 営業統括本部営業第一

部長兼営業第三部長

2013年４月 執行役員営業第一部長

兼営業第三部長

2016年４月 執行役員地域営業本部

西日本営業部長

2017年４月 執行役員地域営業本部

副本部長兼西日本営業

部長

2018年４月 執行役員営業本部長兼

西日本営業部長

2018年６月 取締役執行役員営業本

部長兼西日本営業部長

2019年４月 取締役執行役員営業本

部長兼東日本営業部長

2020年４月 取締役執行役員営業本

部長

2022年４月 取締役執行役員社長付

（広島組経営支援室長）

（現任）

15,227株

（重要な兼職の状況）

株式会社広島組代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】

高橋勝規氏は、長年にわたり、営業部門に携わり、営業全般に関す

る幅広い知見と経験を有しております。これらの経験や実績は当社グ

ループ経営に活かすことが出来ると判断することから、引き続き、取

締役としての選任をお願いするものです。

－ 50 －



候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

５

［新任］
わか

若

 

　
お

尾

 

　

 

　

 

　
すなお

直

(1959年４月11日生)

1983年４月 住友商事㈱入社

2003年９月 住商セメント九州㈱代

表取締役社長

2011年４月 建材・セメント部長

（アイジー工業㈱非常

勤取締役）

2017年６月 アイジー工業㈱代表取

締役社長

2021年10月 当社入社、執行役員営

業本部副本部長

2022年３月 執行役員営業本部副本

部長兼東北営業所長

2022年４月 執行役員営業本部長兼

土木営業部長兼中四国

営業所長（現任）

－株

【取締役候補者とした理由】

若尾直氏は、長年にわたり、建設資材関連の営業部門に携わり、事

業経営や海外事業において豊富な経験を有しております。これらの経

験と識見から、当社の取締役としての職務を十分に遂行できると考

え、新たに取締役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の内容の概要

は、事業報告の20頁および21頁に記載のとおりです。取締役候補者

の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含め

られることとなります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定

しております。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

１

［新任］
えの

榎　
もと

本　
まさ

雅　
や

也

(1960年12月24日生)

1983年４月  ㈱横浜銀行入行

2001年１月  同行横須賀支店上席副

支店長（横須賀エリア

法人部長）

2011年４月  ㈱AOKIホールディング

ス入社　総務部長

2015年５月  同社執行役員

2017年５月  同社社長室グループコ

ンプライアンス・リス

ク管理推進役

2018年６月  同社常勤監査役

2020年６月  同社経営管理室担当室長

－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

榎本雅也氏は、金融機関において財務等専門分野に関する実務に携

わった実績があり、また、㈱AOKIホールディングスにおいて監査役を

務めるなど、豊富な経験と知見を有しております。この知見を活か

し、企業経営全般に関し専門的な視点から、取締役の職務執行に対す

る監督、助言等をいただくことを期待して、新たに監査等委員である

社外取締役候補者といたしました。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なります。

つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものでありま

す。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

２

［再任］
たけ

竹　
ぐち

口　
けい

圭　
すけ

輔

(1973年11月６日生)

2002年１月  ㈱大和総研入社

2004年４月  法政大学経済学部助教授

2010年４月  法政大学経済学部教授

（現任）

2012年６月  当社監査役

2016年６月　社外取締役［監査等委

員］（現任）

（重要な兼職の状況）

法政大学経済学部教授

1,700株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

竹口圭輔氏は、社外取締役および社外監査役になること以外の方法

で直接経営に関与された経験はありませんが、大学教授として財務会

計に関する高い専門性と優れた知見を有しております。独立・客観的

な立場から事業の持続的な成長のために必要な知見を提供していただ

いており、企業経営全般に関し専門的な視点から、取締役の職務執行

に対する監督、助言等をいただくことを期待して、引き続き、監査等

委員である社外取締役候補者といたしました。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 の 数

３

［新任］
すず

鈴　
き

木　
み

み　
き

き

(1972年５月31日生)

1999年４月  弁護士登録

光和総合法律事務所入所

2004年４月  同所パートナー（現任）

2008年４月  法務省　入札・契約適

正化調査委員会委員

（現任）

2010年４月  慶應義塾大学法科大学

院非常勤講師（現任）

2016年10月  東京家庭裁判所非常勤

裁判官

2017年２月  ㈱藤和ハウス社外監査役

2021年６月  ㈱レスターホールディン

グス社外取締役［監査等

委員］（現任）

（重要な兼職の状況）

光和総合法律事務所パートナー

法務省　入札・契約適正化調査委員

会委員

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

㈱レスターホールディングス社外取締役

［監査等委員］

－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

鈴木みき氏は、社外取締役および社外監査役になること以外の方法

で直接経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる弁護士と

しての法務に関する高度な専門知識と経験に加え、㈱レスターホール

ディングスにおける監査等委員である社外取締役として企業経営全般

に関する経験を有しております。これらの能力、知識、経験等に加

え、ジェンダー等の多様性から生まれる多角的な視点から、取締役の

職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待して、新たに監

査等委員である社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．榎本雅也氏および竹口圭輔氏ならびに鈴木みき氏は、社外取締役候

補者であります。

３．竹口圭輔氏は、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任

期間は、本総会終結の時をもって６年となります。
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４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の内容の概要

は、事業報告の20頁および21頁に記載のとおりです。監査等委員で

ある取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約

の被保険者に含められることとなります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定

しております。

５．竹口圭輔氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場

合には、引き続き独立役員とする予定であります。

また、榎本雅也氏および鈴木みき氏につきましても、株式会社東京

証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の

選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定でありま

す。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　場　明治記念館　１階　「相生の間」

東京都港区元赤坂二丁目２番23号

電話　（03）3403－1171

国立競技場
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外苑出口

信濃町駅

首都高速４号線

ＪＲ中央線・総武線

至 四ツ谷

外苑
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絵画館

明治神宮
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慶應義塾
大学病院

至 新宿
至 新宿

地下鉄
国立競技場駅

国立競技場

交　通　ＪＲ　〔中央線・総武線〕信濃町駅下車徒歩３分

地下鉄〔銀座線・半蔵門線・大江戸線〕青山一丁目駅下車徒歩６分

地下鉄〔大江戸線〕国立競技場駅下車徒歩６分


